
PDF issue: 2025-03-14

日本の国立公園の制定(上) : 自然の保護と
利用の確執に関するレジャー論的研究(2)

MURAKUSHI, Nisaburo / 村串, 仁三郎

(出版者 / Publisher)
法政大学経済学部学会

(雑誌名 / Journal or Publication Title)
経済志林 / The Hosei University Economic Review

(巻 / Volume)
68

(号 / Number)
3・4

(開始ページ / Start Page)
159

(終了ページ / End Page)
237

(発行年 / Year)
2001-03-28
(URL)
https://doi.org/10.15002/00004224



１５９ 

日本の国立公園の制定（上）

－自然の保護と利111の確執に関する

レジャー論的研究(2)－

村串仁三郎
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はじめに

Ｕ水の'1(1)I/:公1,1Ｉ法は，昭和６年に忽遮(Ｉｉｌｌ定され，この法↑:|上にもとづいて

Ⅱ肝１１１１ｲ１２から１３ｲ11にかけて，１２地域が'7Ｗ公lIilとして指定された。’１

本のITil1k公l1Ii1法の｛lill定は，後発の先進低|としては，他のヨーロッパ諸国と

くらべると決して早くはなかったが，イギリスとくらべるとかなり早かっ

た。イギリスの【H1立公瞳1法は，1949年に制定されたので，日本より遅れ

ること１８年であった。しかもすでに法制化が1935年に話題になっていた

イギリスでは，戦時体制が国立公園法の制定を戦後に引き伸ばしてしまっ

た。

それにしても，大正９年の大イ況，人Ili12〈1§の大震災，昭和２年の金

融恐慌をへて，Ⅱｲ政的に苫境にたっていたlMxl1ijU1ｻﾞは，従来財政負担の大

きさを''１１['１に['１立公ljli1の設立に反対してきたにもかかわらず，不況下に{Ｒ１

立公[jli1法をllill定したのである。いかにも不ＩI思議である。

本節の郷題は，[創立公瞳1法制定の率Mi過穏を分析し，なぜ政府が，従来

のl7il立公ijlil股肱の否定方針をあらため，投立方針に転換し，急遮国立公圃

法を制定したのか明らかにしつつ，日本のＩＩｉＭ:公剛法の法的構造を分析し

て，その(Til立公剛法が自然､風銭をいかに係iM1iしつつ|劇民的の利用に供し

ようとしたか，あるいはいかに産業やレジャー・観光のための開発を規制

しようとし（あるいは規制しようとしなかったか）を解|リル，本法の弱点，

限界を摘１１{し，さらに'１１M和10年前後に指定された行1mのixlII/:公園の指定

経過と４？1:の火ＩｌＩｉを分析し，それぞれの｢ｉｉｌｌ牡公Mi1が抱えていた問題点を解

IﾘIすることである。

1．国立公園法制定の準備過程

(1)田村剛の国立公園論の再論

内勝1ﾔ１'１胆Ｙ１赤木！'ﾘ}治は，Ｉiii柵ですでにみたように，人ｌＨ１４年３ノlの
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lｴﾘ会論議で，「国立公園ノ設立」は「少カラザル経費」を饗し「FII分ノｌｌｌ１

１ｌｲ政上ノ見地カラ…実現ハ容易デナカラウ｣【!｣との方針を打ち|{}し，史餓

橘勝犬然記念物調賓会を解散し，国立公園問題の所綺を衛生ｈｊ保健灘に一

元化した。

政府は，ここで明らかに，国立公園法制定にむけて，当Ilii候補地を調査

し将来に期するという従来の方針を放棄し，ＩＴＷ:公IjWiiの没,Ifill【iMiもしない

という〃針に転換してしまった。方針転換後，衛生1両)係他郷も，この方針

にしたがったことはいうまでもいない。川村剛は，大ilI12〈｢Zに外''１の[Ｋｌ

１ｆ公剛を視察するために欧米にむかったが，1年半後にⅢ水に州[Nしてみ

ると，時の衛生局良山田準次郎は，国立公圃にまったく皿lLliを示さず．保

健裸I胸l能の職にさえ[H村を復端させなかったほどである。{l:刀なしに111村

は，’'１林)r,)の嘱託となった②。

それから数年して１１(1京公園法が成珈したわけであるから，なぜ政府は，

従来の方針を急遮変更して，国立公園法を制定するにいたったのか，まず

そのFl1[１１と経過が明らかにされなければならない。

Ｗ{和６年３月，国立公園法案の「提出理[11」について}[１，１１大lliの安達謙

蔵内務大臣は，［Ｔｌ会で「国立公園ヲ設定スル目的ハ，Ｉｌｌｆ秀ナル｢|然ノ大風

段ヲ保謹開発シテ，一般薑世人ヲシテ婆易二之二親シマシムルノ方途ヲ識ジ

マシテ，国民ノ保健休養乃至教化二萱セントスル為デアリマス」と指摘し

脚立公剛法を制定するに至った理由を４点ほど列挙した（３）。

その理由の要点は，第１に，国立公園法の制定には，［lil民的な利用への

強い要望があり，調在もおわったこと，第２に，１１１立公liH1の指定が遅れて

いるので乱開発の柿れがあったこと，第３に，［'ｌ立公剛化の111･IIlliがIiH挫し

ているので，産業化がすすみ「大風環」などが破峻される柿れがでていた

こと、第４に，国立公園の制定をもって，国際観光を促進し，Ｉ'Ｉ際収文の

改灘にlｉｆすること，であった。

一般的に法111が制定された場合，縦が，あるいはどんな勢ﾉjがＭ,Ｉのｌ１

的で，どのような方法で，その法11Lをﾙﾘ淀しようとしたかがIHI皿である。
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しかし大匝の「提案理Ｈ１」は，１】1立公[刺法制定の理[hをごく一般的に税Iﾘ］

しているだけである。そもそも，この謝りjでは，人正１４年に政府が財政

不足を岐大の理由として['1立公閲の設立を拒否してきたのに，また大正９

年以降の不況，さらには昭和初年代の金融恐慌を前にして，政府の困難な

財政１７情が少しも改韓されていないなかで，国立公Nil法が忽避制定された

其のflH｢hがまったく説明されていない。ここで木法制定の兵の理[h，内的

な覗情がMUらかにされなければならない。

私は，国立公園法が昭和６年に急遮成立したEll[１１は，ＩⅡ村剛，本多静六

らの1'（|立公Mil設立推進派が，｜W和年代に入って，IIJ立公園設立の怠向を強

め，同虻公園実現のために，国立公園協会を設立して，一定の戦略的樅想

をもって，強ﾉjな国立公瞳1法制定述動を肢|ルル，政府に国立公１重1法の制定

を認めさせたからである，と考えている。このことのＩ認識なしに''1.1ｋ公圃

法制定の其の理｢hも，本法の性格も正しく理解できないであろう。

さてその一定の戦略的柵想とは，私の考えによれば，第１に，何より衛

生局保健課に近い国立公園設立推進派の[１１村，４円多らが，’17{和期に入って

ｲjカなlnlI1立公Ni候補地で水力発屯所建設により人自然が破壊される脅威

がでてきたなかで，また各地に'11変わらず国立公圃設立の要求が強まって

いるなかで，国立公園協会を設立し，そしてまず国i/:公原l法の制定を政府

にiiMi極的に働きかけること。第２に，そしてその際には，上地のlJil有化を

想定し，国立公園の指定，施設の整川ハ管理述営に財政負}｢lが大きいと考

えていた政府の同血公Mil政筑を[|騒換し，lII付らの国立公MilliMにもとづいて，

自然保護や管理機柵の弱い安上がりの国立公園政策へ!|喧換をはかること。

第３に，それに加えて現下の国際収又の赤字，不均衡を鬼服する手段とし

て，国立公園法制定の7J力な根拠として，外ＩＲＩ人観光窓を誘致し外貨を稼

ぎ，あるいは地域経済が活性化する経済政策を採用すること。第４に，し

かも状況からいってまず['1立公Ｍｌ法を急避成立させて，細かなことは後Ｉ且１

しにすること，そして各｣１１のＩＲＩ立公Md侯ｉＩｉｉ地に呼びかけて，ｉ没立迎動を盛

り上げていこうという考え方である、
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このような１１]村，本多らの国立公園投立戦略榊想は，11111和２年７几に｢リ

行された}H村剛の『国立公園論」と国立公園協会の機関誌『国立公園』に

発巽された111村を先頭とする論欝たちの論柵にみることができる。従来の

研究では，この点の検討がまったくおこなわれていなかった(ｲ)。以下に私

の仮説を詳しく検証していきたい。

国立公園法の制定準lWiは，昭和２イド７月に内務省衛生局による『国立公

圃』の出版からはじまった。この５４頁ほどの無堺名パンフレットは，文

脈から、村剛の執鞭したものであることは|ﾘ]らかである(5)。

ここで|、村は，人１１期の国立公Nil論を彼なりに反省し，昭和期の新しい

状況をふまえて新たな[I(]立公阿論を展|刑している。この[１１村の11(I立公Nil論

こそ，ＦＷ公剛法制定準(Wiの１１{発点であり，１１１村はここで，同｡/:公園法制

定の雑木撒想を提j起している。

『国立公園』は，つぎのＨ次からなっている。

１．我がliq立公剛迎動，２．北米合衆国の脚立公剛，３．カナダ．イタ

リー其他の国立公園，４．［](l立公脇|の迩蕊とその使命，５．我が国立公Md

問題，６．我が[１１立公風の実施案。

｝F1付のここでの国立公Mil論の特徴は，大i};期の国立公園論とくらべ，１K｜

立公園の概念がより明|M(になったことに加えて，従来の1ﾐ張では国立公圃

の１劇民的な利ｌＩｌ開発を重視し，とかく大自然,大風錐の保挫ｶｷﾞ軽視されて

いたのにたいし，利nll)1発と並んで大'21然,人風景の保護が重視されてき

ていることである。もっとも大自然,人風｣;〔の保謹のjlI視といっても，そ

の内容には｜ＩＨＩの問題があることは否めないが。この点については後に詳

しく触れることになるだろう。

つぎにこの論文の要点を紹介しておこう。

ｌ「我がlrllZ公[iiii述｣iI」においては，１１１村は，明治，人1ﾋﾟ期の国立公剛

運動を簡単に振り返り，つぎのように指摘する。すなわち「国立公剛に対

する同民のHll解は頗る不徹底であって，都iii公園の観念を以ってこれを類

推するものがあり，攻は単なる愛郷心よりしてこれを要望するものがあり，
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雑だしきは地方風競の宣伝の手段として[Ｆ１立公Nilの美名をﾄﾞﾘ川せんとする

ものあり．従って政府の国立公園候補地と国民の推挙するものとの１１１１には

かなりの差異を龍ずることとなり，徒らに地方人上をして脚立公l§(1迎吻に

熱狂せしむるの弊さえ生ずるに至った｣い'と。

ここで111付は，大正期の上原敬二らの国立公園juli動への批’'111をﾘﾄﾞ奥|:認

めて，自分でまいた国立公園設立迎動の極が誤ったIirl1X1をもって行ってい

ることを認識し，それを批判し，自分がそうした役立述肋に迎合していな

かったことを示唆している。しかし田村は，「今11に至ってはIIjl立公l4ilの

､戯銭と使命とは，漸く国民の理解を得るに篭圦…今や我が1】(1)z公１A(|迎吻

は機熟して政府のW(極的発動を待つばかりとなったの棚がある｡」とｌｉｉｒ１ｉ

に付けjⅢえた。

私は，いかにこの期に，従来の誤った1:【Ｗ公ｌ１Ｉｉｌ１没)Z迎助があらためられ

て，ｌＩｉ１民がl[(しいＩ１１立公ut1の意幾と使命を理解し，lIil17A公１１{(1,没lXの機が熱

したかflll解できない。しかしｍ付らが「機が熟した」としてｌ１ｌｔ/:公隙1,没立

迎助をilil)Mしようと決意したということだけはIH1解できる。

こうして、村は，セクション２３，でアメリカ，カナダ，イタリー，

スイスなどの１ﾐﾘ立公園を紹介し，国立公瞳|とは何かを理解する下血てとし

た。

111村は，ここでは，まずアメリカの[副立公Mdを取り'二げ，アメリカの国

立公卿を「その制度施設等般も完備して，実賛に於ても'1t界の脆｣ｍであ

るとし､その概略を紹介しつつ，、村の国立公剛論のFM論的核心を腿起し

ていく。

まず111村は，「近代的意味に於ける１１１立公剛妓初のもの」として，イエ

ローストーンをあげ。「永遠天然状態のままで保存せんとする趣IFT」で

｢天然風ｊｊｌ大I酊積に凶ｌｊｌｉし，国の法律により係作のか法をオルじたjDt初の例」

と術摘して同然保謎を強調しつつ，「地上の一人壮観たるとjLに，llilLl6の

1Ｗﾄ休鍵'鼠楽のための絶好の一人避胖地」でもあると指摘する。これがＩｌｌ

ｌ１･liillk公M(1論の』,山水的主張である。
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そして従来からの、村の見解である，犬然記念物，史HjMiの保存と脚立公

園の目的とを両度区別し，「天然肥念物や史蹟の保存は国家記念物として」

国立公園とは「別個に取り扱われる」アメリカの]j#例をあげる。

そして１９世紀末にアメリカでl1il立公Ｉ４ｉｌ設立迎動が広くおこなわれ，二

流三流の国立公剛が設立された軸Iljにふれ，２０世紀に人って，「['1立公Ｍ１

の品位を保つべく，厳選時代に入ると共に，国立公園111[1段の充災のために

予算を要求して積極的発腱時代に入った」と指摘する｡ここから田村は，

アメリカのＩＲＩ立公剛政策が，「始めて消極的保存政策より祇極的|)M発政策

に移り，国民も亦公llil内の車道や歩道，ホテルやキャンプ等を礎んに利川

する傾向を示すに至った」と特徴づける。

［Ⅱ村のアメリカ国立公園のこうした特徴づけは，人きな問題点である。

後に詳しく論ずることになるが，旧村は，ここで人自然，大風紫の保謹を

｢消極的保存政策」ととらえ，大自然，大風鏡の祇極的な国民的利用を

｢;iYi極的開発政策」と位H1{づけ，大自然,大風疑の保謹を強調しながらも,

従来の大自然，大風紫の保護を「消極的」とらえ，利用のための開発を

｢積極的」政襲ととらえるのである。これは，｜H村が相変わらず，従来の

国立公は|の利l1I開発を重視する婆勢の固執を印象づけている。

田村は，ここで「国立公Milの風漿保護政策は，隆々水ﾉﾉ嘔気潅慨用水共

他の.！『梁と衝突して物議を砿した」と指摘するが，この問題は後に詳しく

言及することになる。

田村は，「国立公園の風餓開発政莱は，度々111岳家其他消極的天然風鎧

保存韮義者の反対をうけている」点を指摘し，「それはＩｉｉ等政府の政策を

左右しうるものではなかった」と指摘し，相変わらず，開発による自然，

風蛾の破壊について楽観論を示している。

極めて今日的な問題であるが，ここに風｣;(1)M発に消極的な論者を「消極

的天然風鎧保存主義者」と特徴づける山村の風鎗保存に±いする消極的な

姿勢は，けだし開発利１１１を強調する立場からは，当然だったかもしれない。

田村の[ｉＷと公liliI論の核心は，４「1刊立公剛の怠義とその使命｣(8)でUl確に



166 

示される。

田村は，「海外国立公園の[(1来と現状」をふまえ，国立公園の簡蝋な定

義をあたえる。「lrl血公圃は一定区間の風ｌｊｌを永遠に保存すると共に，公

衆亭１１]の途を識ずるにある。従って脚立公１判1IF業は，自ら分れて二つとな

る。その一つは風鮭の保存であり，他はその1刑発である。その両者を兼ね

ないならば，それはlIi1立公|刺ではない」と。

この定義では，１１１村は，風環の「永遠の保存」と「公衆掌1M」のための

｢開発」を２大目的として並ﾀﾞlLて把握し，従来ややもすれば，国立公園

の国民的利用を_]三眼とし，風鎖保謹の而を軽視する傾向をあらためている。

この定鍵をさらに蚊術して，［｢l村は，あらためて国立公Llilと，史hIiizi勝

天然記念物，野外休養地，犬然保謹区，禁猟区，などの自然保謹規定との

違いを明確にしていく。

すなわち，「犬然保謹区域は，動植物学，地面鉱物学，女(象学等の研究

の日的を以って，絶対に天然状態に於ける自然現象を観察せんとするもの

であるから，そこにはM1]かでも人肛が加わってはならない」と指摘する。

ｕ木の史職名勝天然記念物もこれに近いものと撮摘している。

、村は，これらはしかし「国立公園ではない」と理解すべきであると強

調する。確かにＩＩＪ立公Mdのなかに，それらがふくまれることがあっても，

両省は，概念的に区別すべきであると主張する。

そしてll1付は，「野外休侭lul」について論じる。それは人々が自然に親

しむための「天然公剛」と把搬され，それは「どこ迄も天然状態を保持す

る原始的な環境でありたいので，これまた天然風紫の係作を根本条件とす

る」と規定する。しかしこれはあくまで「公圃」であり「天然の野外休養

地であるから，公衆が便利にこれを利川しうるような交通没llliと各種の野

外休養施設とを要するので，ある程度の加［を必要とする｡」

こうした天然公園論にもとづいて，１１１村は，天然公園のうち，「風ljtが

稀有にして有ゆる同民を誘致して瀧感を'ﾌへるほどの偉大さをもつ場合に

は，単にこれを－地方の鐸営に委ねるのでなく，同家が進んで永遠に亙っ
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て保存の方法を識ずると共に，広く[]１民のために利用せしめることになる｡」

これがすなわちＩＦ]立公風だというのである。

だから「要するに国立公lAilは，国民保健教化のためにする天然風景の保

存であって，近代人のfill識にかかる天然公園の－１mに他ならない」のであっ

て，「天然保護ｌｚ域とは，厳密に|刈りすべき」ものであるということにな

る。

以上のように[u村の国立公Ｍｌ論は，アメリカの[{1立公１判論の利)１１論を拠

りどころにして，あくまで['１立公園の２大使命として風蛾の保迩と利jlII)Ｍ

苑を併記する。

これまでの田村の論旨は，人【Iそjmの諭旨よりより明快になっていると指

摘できる。、村は，天然係遡丞や天然記念物を全体的に厳しい保護政策と

捉えつつ，それとは別個に，国立公園はF1然，風蛾の保纏と利川開発をｉｌ１

ｊＸ公園の２大目的をもったものであl〕，自然と風漿の保護は,２大目的の

一つとはっきりと規定しているからである。

こうした１１１村の1ﾖ然，風鍍にたいする保謹姿勢の一応の強化は，昭和期

における岡村のｌｉｉＩ立公'9M論の雄調となっている。たとえば「国立公剛は人

為によって破壊せられざる天然風紫地でありたい」などと強調されている。

しかし後に詳しく論じるように，その盗勢の内容についてはなお多くの問

題がのこる。

以上のようなｌｌ１付の｢Kl立公園論は，従来軽視されていた自然,風漿の保

謹を強調したものであることがわかる。こうした|]4立公園論にたって，田

村は，わが['１でどのような国立公FIIを，どのようにして制定しようとした

のであろうか。

５「我が国立公園問題｣(,)では，そうした問題が論じられている。1U村は，

[iＩ立公Mijの不要論と時期尚早論に反論を加えながら．ＩＴＷ公[刺の｣し体化問

題について注Ⅱすべき論点を主張する。

、村は，日本には「世界的だと誇りうる」ｈ｢数の「大風lji地」があり，

「それを永迷に保留されて人類の判|]に充てらるべき箸」であるが，「然る
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に現にその風蛾地に於て，このlIt界的な風環を破壊するような非常識な自

殺的ﾘﾄﾞ楽（これは「水力岻気，瀧概用水其他」の経済事業を指している。－

；l/１１者）が勃発して，危機に迫っているのである｡」だから「これを保製

する方法を識ずることは，刻ドの急務である」と指摘する。

田村の第１の士張点は，有力な風景地が，産業的開発のために危機にさ

らされているので，［１１立公風の制定によってそれを仰謎することが緊急急

務だということである。

しかもＨ１付は，「''１立公園となれば，実際その風紫資源の評価が高まっ

て」それらの「経済ﾘﾄﾞ難をも)E倒しうる」と考える。この点は果たして蛎

実かどうか難しいところだが，［Ⅱ村は，産業開発より同立公園による観光

ⅡM発のほうが,利益をもたらすと砿情したようだ。

ともあれ、村が指摘するように，「上高jlIlや十和田湖や奥ﾛ光,尾瀬等に

於る水力TE気計画戎は十和｢｢1湖の瀧慨用水計画」が持ち上がり，「それ等

の風致に致命(易を与えるような近火問題」が生じている。だから、村は，

国立公園法の制定，ｌＫ１立公園の指定は「刻下の急務」であり，「－ｕも蹄

曙していられない」と強調するのである。

Ｌ[｣村の第２の主張点は，ｌＴｉ１江公園の制定は，経斐がかからない，安価な

政策で可能であるということである。「国立公剛の41f業は箇所を選び，区

域を定めるだけでも，上述のやうな正大な使命を果たしうるのであるから，

そして殆ど経我を典するわけでもないから，早くすれば早いほどよいので

ある」と指摘する。

さらに「本邦の薪名風ﾙﾋの大部分は，国ｲi｢林粁<は御料林又は公ｲj｢地等

であって，…何淳経済１２の苫１１iiiなくして，これを１面此公園となしうる便宜

がある」と指摘し，ともかく「l1iliX公園の実現には，莫大な経費を要する」

から不'１能だとの論審を批判する。

果たして国立公|塵|が安価に辿営することができるのか，大いに疑問であ

るが，田村は，そのことをアメリカの＃【例で十分に認識していたと思われ

るのに，あえて安'il『なＩ茎l立公剛設立を主張する。これはIﾘIらかに田村の[刺
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立公園制定述勁の戦略的な配慮だと私は推il1'|する。

第３の主張点は，」妃のように指摘したうえで，１１１吋は，「['１江公園の

開発Ijl業は徐ろに持久的に進めるがよい」とし，アメリカでもそうであっ

たと指摘する。この主張は，つぎの論点とならんで，［創立公園の開発は，

笠用がかからないとする安価な国立公剛論を補足するものである。

｜H村の第４の主張点は，「本邦の蒋名風殿の人部分は，Ijq何杯若くは御

料林又は公77地等であって，…何等経済上の苦痛なくして，これをLI【]立公

Nilとなしうる便宜がある」と指摘する。これも，安価な国立公園論を補足

するもう一つの論点であった。

第５の点は，「地〃で既に大公ＭＩの計画にi'f手しているものもあるので，

この際国が根本政策を立て｣A木i;lliWを定めて．地方に臨まないならば，地

方の大公園ﾘﾄﾞ業を誤まらしむる愛がないともいえぬのである」とし，地力

における安易な公園開発を避けることを指摘している。

第６の点は，「我が国民は，昨今漸く野外の休養をとりうるような状態

に近づきつつあり，一部の国民は国'r公剛の如き完全なる民衆的休養地の

必要を捕切に感じているのである」ということである。

第７点は，都市公園が先だとの迩兇に反対し，「国立公園は都人上のた

めのものでなく，全凶民のためのもの」であり，「それは外客を誘致して

lIi1民経済上にも貢献すべき使命を桁びている」という指摘である。

こうした見解は，すでに大正期の田村によって上帳されていたことであっ

て，目新しいものではないが，後にこの点は亜大な論点として浮上する。

第８点として，１１|村は，国立公園不要論を批判して「国立公園は風駿保

護のために施設であって，陵1立公剛という区域を特に設けて，その風蛾を

保護せねば，とても全[Ｔ１に亙る多数の風｝;上地を係趣すること出来ぬ」と主

張する。

「せめては，美はしい風餓地だけでも物色して，これを保護すると共に，

貧乏[Ｔｌのこととて大した金もかけられぬであろうから，その選ばれた公園

だけに主力を傾けて．これをH1:界なものとして施設するより他はない」と



l７Ｃ 

も指摘する。

人i'二)９１の}H村の国立公園論を想起すると．脚立公Nilによる人１１然，大風

);(の保趣という}そ帳は，まったく新しい主張といってよいのであり，１１１村

が，ｆ１然，風殿の保謹への姿勢を著しく強めたと理解することができる。

以上の111村の主張から，われわれは，ｕｌ付が，この論文で掲げた１１Ｉ立公

M(1柵想は，私の仮説をほぼ証明していると指摘することができるであろう。

さらに[１１村は，妓後に６「我が国立公園の実施私案｣１１｡'において，ｌＦＭＺ

公Nilの内容にふれて３点ほど論じる。第１点は，「lR1立公ＭＩＩの風｣;Ｕは，

豆，＝流のもの排し，全[I1的で水準の１節いものに限定し「数をｉＩｉⅡ限」する

こと，しかし「分布を全国的にするように」配IIljiすること，したがって

｢節一次には数箇所を選定して，これに二｜ソ｣を712ぎ，他はlUi<IlIHWして'１'（

いて，tliにその瓜雌を保通する程度に１１１めてif<」ことである。

鯛２点は，「凋立公lAilはその風飲を保存するために｣，「私ｲｲ地と雌も，…

ｌＫＭ公M1内に細入することを可」とし，「私有11uに対して,絶対にそのI:lul

の利１１１を禁I上せしめることは無理であるから，その風jjtに文|Witを来たさな

いilliiIjNで林堆牧場等を認めるようにする」ことである。これは，アメリカ

のlI1行地Ll1心の脚立公園に土いし，私有地を国ｲﾌﾞ化せずに，Iii泣公ＭＩｌｌｌｌ域

に細人しようとするいわゆる地域制の導入を示したものである。

第３点臆，「交通，宿泊，休鍵，享楽等多〃而の施設」を「IRl1X公|:ｌ１ｌ１ｉ

笈」として必要であるが，国営一点張りでなく，「民l{１１の経懲に委ねる場

合もある｡」と主張する。以｣二の論点は，いずれも安上がりのＭｄ[公Illdの

ための力雛であったといえるであろう。

さらに111村は，国立公|童1計画は，「官民合|[j]の111t/:公Ｉｊｌ(I,ｉＭ在会を股けて，

供ilWUf究の｣二で，決定すべき」こと，「公'1.の符J111に就いては，公１４Ｉ行政

を１.ろ内務行術ﾉ１２局に相当の機l卿を識」けること，「|ﾉl外に対するｒ(仏」

することを.と躯した。

以l:のl:；腿は，’11立公隙1法(ijll定の準倣に唯かされていく。むしろ[11村の

|けJIL1は，ほぼノルＭ１に実現されていくことになると指liiIiできる。
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（１）第50[１１「帝国議会衆議院委し｣会議録』，４３８頁。

（２）国立公園協会縞『日本の幽立公園｣，２８頁。

（３）第59[ﾛ]「衆縦院議'1i摘要t１１巻Ⅲ1460-1頁。

（４）従来の研究では，[副血公剛法制定の準術過懸について詳しく論じたものが

ない。わずかにlIillI公１判協会編ｒ１１本の国立公園」が言及しているのみである。

（５）『自然保謎行政のあゆみ』は，５０頁で，この小冊子はⅡ]村の執飛により昭

和３年８)]に刊行されたものと指摘しているが，Ｗ{和２年７月刊行のものが

岐初の６のではないかと思われる。

（６）内務省衛生岡「国立公園」ｌ１ｌ１和２年７月，この項，９－１０頁。

（７）同上;1$，この項は，１０２０頁。

（８）｜〔ill:灘29-39頁。

(９ノ同上,1$，39.47頁。

(10）同上ilf，47-54頁。

(2)同寺公園協会の設立

田村の[Rl立公Nil論をⅡ({和２年７月に公表して後，、村，木多ら国立公団

段j7:推進派は，第２弾として，頓挫した''1立公剛設立通勤を｛ij輿するため

に，昭和２年１２月に国立公園協会を股llfした。

田村剛みずから軌施したljil立公lllil協会細『日本の国立公園』は，人'１ﾐｲ〈

期の衛生局保健課における'1(１tﾉ:公剛熱が冷Al]している様-Ｆをのべつつ，し

かし「当時の保健諜及(ｿﾞ}藤武彦は，決して国立公園を見捨ててはいなかっ

た…。そしてその頃国立公凧illmlを絶えず激励していたのは本多静六であ

り，地方からたびたび｣三京して｢'1央のIiil立公Mi1述動に参画したのは熊本の

松村辰再であった｡｣〔Ⅱと猯摘している。

こうした状況ドに111村Mllは，「恩611i本多lP士その他rj,凸に謀り，再び[型

立公園逆iIillを復興せしめようというので，’1{{和２年（1927）１２月には細

川護立侯を会長とする国立公Mil協会をiill没して，政府の積極的施策を促す

一方，Ｈ２しい同立公圃知識の辨及と地方の関心を,Ｂｉめるために努力するこ

ととなった｡｣(2)

IIB和２年１２ﾉjに設立された国立公園協会は，その後の[』il立公園I没立の
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ために決定的な役i1llを果たした。この協会の活動抜きに{ril立公Nil法の制定

について何も語ることはできない。従来のこの点についてのiiiFlHiは拝しく

弱かつたように感じられる。。

国立公園協会は，「目的」を「国立公園ノ調査研究ヲ遂ゲ之二１%|スル思

想ノ需及ヲ図ルト共二国立公園ノ設定及其ノ発達二枕テ貢献スル」ことを

かかげ，この［Ｉ的を実現するためⅢつぎの「ﾘﾄﾞ業」をおこなうと定めたり。

「－，研究会，講淡会，講習会，展覧会の1MH1M

-2，鍛勝地/調査

二，IXIiW並機関誌/刊行

IIL１，｜・Ｉ的ヲ|｢1ジクスル他ノ団体トノ述絡

７１:，」しノ他本会ノ目的ヲ達成スルニ必要ナル1ｌｉｊ〔ji」

MjI会の組織は，木祁を東京におき，「必喫二応ジ文部ヲ衿j[u二|if」いた。

協会の役且は，会長，副会長２名をおき，会勝を`3WA1するFMili（ｵ'rl2f'i）

その【'1に常任理ﾂﾞド（蒜千名）をおき，隙'1Fの他，「会艮ノiWH1llニノijズ」,il4

砿1１（満‐'二名）をおいた。

役旦は，500円以上か毎年５０円寄付する名祥会L１，会趾ｌ１§会ＩＩｌＯ１Ｉ]か

一時金100円を支払うか、あるいは学識軽験者からなる特別会口のなかか

ら,il;譲口会によって選出された。総会が毎年lIg11)M(１Ｍされることになって

いた。組織としては特別問題にすることはないが，協会は，ことの性格上，

枇極的な活動をおこなった。

当初の協会役員は，第１表のとおりである。

ljil立公園協会は，発起人を学者，｝M界人，政治家，Ｔ;(]i(，民ｌｌｌｌ人から広

範[)Hに染め，第１表で明らかなように､多くの符名人を役し｣，pl11jrに就任

にさせて，活発な活動を展開した。

１１t族院議且細川謹立侯爵を会長に，大正期の同立公IMj化巡派の内務櫛次

1Vで元衛生局良の潮恵之助副会長，本多勝六面'1会艮を先飢に，’１'〔接''1)X公

[1Mに係わる宮付(として衛生局災Illu1IllH次郎，｜H1係各`｢iIj:のIVH級'｢lrljiから，

鰹林fnll林I,)長入江魁，帝室林野同艮_邑欠寓松，跣ilifT迎'|術)〃】災ｎＩｌｉ太郎
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第１表国11r公園協会役11名一覧

（WlFu4躯初め現在）

氏族|塊議し」侯爵

内務次官（元衛生局長）

林学博士

農林桁山林局長

鉄道街述論局長

帝室林野局長

衛生局長

内務参与

内務地方局

日本郵船代表

Ani(商_L会識所会Jin

貴族院雛11

ｆｔ族院議、伯悶

衆議院識且

衆議院議、

来京帝国大学教授林学博士

同理学博士

理学博士

内務ﾂﾄﾞ記官

内務技師医学博士

林学博士

側

ツーリスト・ビューロー

束〃r帝国大学助教授

東京商工会議所理４１F

箇族院溌日

細
潮
水
入
筑

川説立

忠之助

多腓六

江魁

正太郎

矢宮松

｢Ⅱ順次郎

藤久米四郎

上信一

谷登

川健一

杉英/[郎

田正恒

上哲太

川郷太郎

部一郎

崎ｌＦＩ刀

好学

藤武彦

原佐蔵

村剛

原敬二

久甚之助

村太郎

避鐡蔵

橘新太郎

会長

副会長

同

理１「
山
加
佐
大
藤
金
剛
川
小
聞
山

常務理`]】

伊
氏
田
上
町
川
辻
渡
大

監1１

(、:）「国立公園」誌節１巻第３号より作成。

など８名，打力な政治家から，１'１族院議口金杉菜五郎，１１族院議Li堀111疋

恒伯爵，衆議院議員Ill上哲人，衆識院議貝小川郷太郎など６名，実業界か

ら日本郵船代表大谷登，東京商工会議所会弧藤田健一，東京商工会議所理

嚇渡邊鐡蔵，ツーリストー・ピニーロー高久甚之肋など３名，学者から田

村剛，本多榊六，上原敬二をはじめ，東京帝国大学教授林学博士薗部一郎，

同理学仲マヒ山l崎､'1方，天然記念物係ｲf述動に活鴎した理学博-ﾋｰﾐ好雛，束
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ﾙ端１１M入学助教授辻付太郎など７名，などがＩｌｌ１１ｉとなった。

なおi訂然保護派の上原敬二が常任理W｢となっていた。かって史蛾名勝天

然物保存協会につらなっていた自然保護派の武Ｈ１久吉，徳１１１頼倫，１１１１１光

太郎，）i:上禰一郎，三｣二参次，吉井義次などの名1iiiはなかった。また、然

や風１J(に関心をいだいていた「日本山岳会」の小脇島水，志fYjlrh)，柳Ｈ１

[Iﾘﾂ)など，北海道の自然保護派の政治家羽場蛾，1.1然愛好蒙たる[Ｍ瓦ロマ

ン派の文人たちの名前はなかった(５１。もっとも小l誠9水は，Ｉｌｌｌｌ/:公11乢溌に

一文をよせているが。

さてｌｌｉｌ立公'1M協会は，組織結成以後職種的に活IIillを峡1)}几た゜iuimllのイ

ニシアチブは，おそらく国立公園設立迎動の絲過からみて'111八IIMlll，本多榊

（らが握っていたのは'1M迎いない。

彼らは，かつて天然物iil｣念物係77派が，火ＩｈＩ〔名勝）<然,iLI念物係（nll会を

,没lIfして「史峨名勝天然記念物保存法」の(lill定を推進したように。ｌｌｉｌ肱公

Ｎｉｌ協会を没｣Iして，先に指摘したような戦略柵想のもとにilnlllをすすめた。

彼らの岐初のもっとも頑要な活動は，商ﾉﾉな政治家をlIilIX公Millljll定juijliI

にﾘ|き込むことであった。田村剛は，UHm3年７)Iにlliび11W/kl,)保健i澱の

咽iEに似AI)していた(`)。そのことは，衛生局が，lIil1X公Mt1の制疋にIi1jlf1Iき

になってきたことの証明である。

１１１吋は，１１肝Ⅱ４年２J]，熊本で阿蘇のIr此公Iilil化を迦iKl1していたヒノ;(Ｉｌｌ

の松村反響の紹介で，「木多・田村，髄山他堂と共に，、lilMi野にあった

(熊木ﾘiLlll身の－引用者）安達謙蔵を訪ねて，１１１立公iHilllI1題を論じ，人い

に比'鴫され，他日の実現を期して別れた｡」￣と1lI1lMjiしている。ここで村１１］

らは，自分たちの倒立公園構想を安達に説明し同意を求めたのであろう。

説得の趣旨は，すでに指摘したような，彼らのｌｉ１立公IjM制定の1W(略的柵

恕であり，とくに財政負担の大きいI型立公風政策をあらため，渋上がりの

iI11Iﾉ:公lilq案を提案し，国立公園の設iifiによって外l【1人iiM光蒋を総致し，当

11f趣化していたｌｊｉ１際収支を大いに改善し，」;上文(のｌｉ１１役をはかれるというこ

とであったであろう、
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安達は、村らの主張を好意的に受け取ったようである。９ケ月ほど後，

総選雑後の昭和４年11月に，［11村，本多，横山健堂，熊本の松村辰喜ら４

名は再度，政府閣僚に復Ai)していた「安達内務大臣を訪ねて，政１１Vに'１(1立

公園調査会の設立方を陳ｌｌｌｉして，なるべく速やかに藩処するとの回答を得

た｡｣(8)

国立公Mil調森会の設立は，まさに国立公園法制定の直接的な準伽を開始

することを意味した。ＩＨ村らの説得の甲斐があって，政府は，国立公園調

査会の設立を昭和５ｲ121ノ]に閣議で「承し，ついにliIイド５月に国立公園調

査会を設立した。、村らは，ここで国立公園制定の雌本的方針を政府に認

めさせることができたのである。

安達謙蔵は，、村たちとの会談後，国立公臓l協会の機関誌第２巻第１号

(昭和５年１ル｢１１行，少なくとも執飛は１ケ月前のＩＩＬ１ＦＩｌ４年の年末）に国

立公園協会顧問の眉iPきで「国立公園に対する所感」を発表し，ＩＨ村らの

柵想に賛意を表した。

安達は，「lK1民的興味を繋ぐが如き大風鎖地を区I1Ijして保謹と共に国民

をして永遠に亘ってこれを利用せしめ，奥に広くは11t界人類の享用に充て

んことは１１二に一国の偉大なる芸術品を国宝として保存するの所為と均しく

最も緊要なるl1Rl家の時務である｡｣(9)とのべた。

そして「近時風景は内外観光客を誘致して地方並に国家に対しては重要

なる天然盗源の－種と認めらる、に至り｣，外国人観光窓の誘致が「現下

国民経済上亜喫案件たる国際貸借改鱒上に蒋すところ至大」であり，「国

立公園協会に対して大なる期待をｲjする」と強調した。安達は，この巻頭

言で完令に川村らの柵想に同意し，内務大臣として，’零1立公陸]法を制定す

る決意を示した｡

（１）前掲『ﾛｨﾐの同工公園』，２８頁。

（２）Ｈ１村剛『国立公園雛話』，５１頁。

（３）この点はすでに指摘したが，これまで国立公園協会の活動について，ｒｌ－Ｉ

本の国立公園』が縦かに言及しているのをのぞけば，他の研究ではまったく
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朧視されている。

（４）雑誌「国立公園』第１巻第３号，２５頁。

（５）当時日本登山学会には，自然を愛好する学者，文化人が多く災っていたが，

、然保護を積極的に主張する論客は，あまりいなかったようである。安川茂

雄「近代日本登山史｣，あかね評房，1969年，を参照。

（６）１１J褐「日本の国立公園』２８頁。

（７）同上襟３０頁。

（８）同上iIf，３１頁。

（９）前掲「国立公園」第２巻第１号，２頁。

(3)『同行公圃』誌にみる自然保護論と利用開発論の確執

（’’'１１立公Nil榊処の具体化

ｌＩｉｌな公l4il協会は，会則にあるように，［IiM公Nilについての{ﾘ｢先，峡i1Iilu

lilMｲfﾋﾟ，ｒ<伝等を穣極的におこない，［H1立公Ｍの(ｌｉｌｌ定の必災を脈え，〈Iill疋迎

動を朧り上げた。

とくに極]立公ljXiI協会は，昭和４年３月から協会機ULI総「例立公191』を光

l:Ⅱし，各界から論客を登用して論文を褐,Iijtし，ＩＨＩ立公剛制定の趣鍵や緊急

性を論じさせ，「中央並に地方関係者に配布すると共に，神奈川・lll型・

総IMIを始めとして各地方支部の設立や寄付金の勧誘に乗り11｝し｣，国立公

剛設立迦助の推進に大きな役割を果たした(1)。

雑誌の発行から国立公園法制定直後の約４年''１１の，１１脈Ⅱ４年１）】第１巻

第１号から昭和７年４巻までのおもな論題とTIPき手をみると，Hil立公剛協

会の[倒立公園櫛想，思想といったものが実によく反映されていて，［剛立公

Mjl法の制定の恵味や背鍛を理解するうえで極めてｲ丁迩鍵である。また111付

らの国立公園についての考え方，国立公園制定の戦略的柵想が，よりLL体

的に腿Ｉ)|]されており，国立公園協会の内外によく杵及していることが1111解

できる。そしてまた彼らのＦＷ:公剛椛想が[Jil立公MII法の内容をいかに規定

していったかを６理解することができる。参瀞までに，１１要な,愉迦と,Ｍ１片

を第２炎に水しておいた。
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第２表雑誌『同肱公園」の-12要論文名と著者名

（昭和４年一iYl和６年】

第１巻第１簿.（ＷｌＦＩｌ４年５月）

侯爵（協会会長）

内務次官

衛生局艮

腱林省山林け

理学博士

日本郵船専務

|侭学Ｍ１上

林学博士

林学博士

ツーリスト・ピニーロー

神奈川県嘱託

内務諜紀官

:IllIll逃立「国立公[刺協会の使命」

潮恵之助「国立公使1と時代要求」

11｣H1準次郎「国民保健と国立公園」

入江魁「国有林の風景施設」

二好学「欧米の国Ⅵ公園と天然記念物保存‐

大谷登「閑却された我国の－大資源」

氏原佐戚「国立公園と保健施設」

、村剛「国血公園のｚ１ｆ業と謹済問題」

上原敬二「汎太平洋諸凶の国立公園」

商久催之助「外審誘致と国立公園」

太円謙吉「大箱根園汀公園」

伊藤武彦「国立公園の調fltについて」

第１巻節２号

林学博士

鉄道背運輸局長

南士身延鉄近社長

理学博士

理学博士

神奈川県嘱託

大阪商船会社東京支店長

休学|W[-ｋ

本多静（「国民性し)(上森林の利用」

箆正太郎「国立公園選定の急を望む」

堀内良平「経済的国難にＴｌ([[ｍして」

脇水需111「国立公園の選定に関する希望条件‐

渡邊繭次郎「本邦111水の特色」

太田謙吉「大箱根国立公園」

源美育郎「瀬戸内海の風景的利用」

上原敬二「汎太平洋諸国の国立公園」

「大阿蘇の開発計両」

「外客誘致と施設の充実１

第１巻第３号（昭和４年５)]）

東京ll々新聞社

東北大学教授理学博士

林学博士

山梨ﾘﾑ知りｉ

内務省嘱託(協会理Ｊｊｉｊ

在北米シアトル

内務省隅託

l1ll］実「|]１立公閲の設立を急げ」

渡遥寓次郎「本邦山水の特色」

1111寸剛「国立公園と遊覧系統」

鈴木偏太郎「巌士獄風景施設」

中越延豊「国立公園候捕地概観１（温泉岳)」以Ilf鯉LflijL

小池恭「レニア国･立公|釦

柴田常恵「樹-k山麓に於ける石器時代辿幾」

｢－１和Ｈ１湖と三本木ljH轆71i糞’
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第１巻第４号（UH下11(1年６）l）

内務省地力局長

内務技師内務技師

林業博士

佐上信一「[刊立公園と道路」

氏原佐戯「国立公園と道路の装飾」

１１１村剛「海外同立公|刺巡りｌ」（ホントスプリング

国立公園）以降迎｣IiR。

｢統計に現れた北米合衆国１劃祓公bN利用の趨勢」

第］巻第５号（昭ﾎﾞ[ﾙ1年７ハ）

H1族院議且

内務技師

藤111砺太「国立公園の経済的意鍵」

氏灰佐蔵「米同国立公卿の経済的恵鍵」

[11村剛「国立公[《iIの経Y1ill1趣」

辻付太郎「火山公隙１J

小脇烏水「Ｈ木アルプスのカール帯」

１１】趣延豊「隠れたる峡谷人杉谷Ｉ

東大教授理学柳･I：

山岳研究家

第１巻第７号（１１N和４年９月）

木多静六「阿立公園の性質と其必要一

辻村太郎「1;T-tlllと其周[)Hの風紫」東大戦将理準ＮＪＩ二

第１巻第８号（HUFI1年ｌＯｊ]）

Ｈ１付剛「国立公[判の条件よりみた我が候補地大観」

柴H1常忠「日光」

氏原住蔵「秋の[二澗地と焼ケ岳」

内務省嘱託

内務技師

第１巻第９号（昭和４年ｌｌＪｊ）

医学博士

大分県林務課艮

氏原住蔵「促はれ過ぎたる国立公園問題を排す＿

須山温圭「人別府並久住問原と耶馬渓」

Ｈ１付lmll「jR部峡谷を救え」

Illull2造「阿立公園私見」

灰巳IHI「国立公園と琵琶湖」

111吋lXlリ「大風｣}｛地の保鰹と|)9発」

柳ﾄﾞ鋼造「黒部峡谷の保存に就いて」

｢国際岱倍改善と外客誘致’（内務大臣宛廸砿諏）

MrfYﾘfL庁

農林省嘱託

日本商工会議所

第２巻第１号（昭和５年１月）

内務大臣・協会顧隅

IJR部保勝会幹Tｌｉ

安述謙蔵「国立公園に側する所感」

Ⅱ]村剛「黒部峡谷の風｣;(」

吉沢正作「黒部峡谷と水iE工１１｢問題」

ｍ村剛「黒部峡谷と水盃工事問題」

｢黒部峡谷勝景保繊にIHIする延離１
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第２巻第２号（１１蹄[]５{l畠２H〕

兜爾 IJI琢磨「外客誘致とl711r公lIN」

IH付剛「カナダ国立公園と共の近況」

太Ｈ１識吉「箱根植物の概観」

山[|I忠雄「クリミヤ国営遊臆地Ｉ

神奈川県庁

ツーリスト・ピニーロー

第２巻第３号（昭和５年３月）

渇號Ｍ[-［ 氏灰佐戯「同)X公園の選定と其の経営経理一

水郷向徳「国立公団と社寺境内」

柴Ｈ１徽恵「勝地の破域背」

辻村太郎「箱根111」

｢カナダ[１１立公閲規HII」

理学博士

第２巻第６号（IlgiFn5｛I言７月）

鉄道同国際観光局艮

[1｣梨ｎ斤

新井光剛

中島英治

Ｈ１付剛

｢国際観光局のlJj梁に就いて＿

｢宙上北趣の風景」

｢奥瀞の奇勝危し」

第２巻第７弓（昭和５年８)]）

(国立公園１６候捕地の写真特鯉）

第３巻第１晋（昭和６年ｌ）】）

内務大臣

内務省嘱託
ツーリスト・ビューロー

安達離吉「国立公園問題に枕いて＿

Ill越延lMi「同-ｌｘ公Ｎｉの幹線道路」
1111|】忠雄「米蓉誘致とlIq立公園１

第３巻第２号（昭和６年２月）

}H村剛「国立公Mll区域の拡張是非一

座[11司氏「日光雑観」

｢岡1k公１判に対する地方の要剋」

神社局考証宮

第３巻第３号（１１N和６年３)]）

(|Ii1江公Ijkl法と法案[刊会猴鍍の特災）

第３巻第４号（昭和６年'１月）

腱神技iMi農学illj士内111ｶｻと助「[１１立公隙|に於ける鳥獣係繊一

第３巻第７号（昭和６矩７月〕

久住生「尖業家資本家の齋起をⅥむ」

ＩＭＩ水鐵五郎「地学上より几たる僻１．１Z公園」（以降辿栽）
､l藤武彦「Ｍ立公l1Iil法解説」（以降４回jUiJIiH）

理学博士

内務省保健製便

(注）「[酊立公園」誌は，先令な月刊ではなく，時々休刊号があり，またここで利用した

国会図杏館蔵の雑誌に幾つかの火号もあるが，逐一言及をさけた。この一覧表が，論
題と論省の傾向をみるのに役立ち，また文献目録として役立てば幸いである③
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論文,iLlUiの内容を分類してみると，第１に，国立公園制定の戦略的柵

想の論点から，’'1立公園の意義，必要性とIIJ立公剛法制定の緊急性などを

論じた論稿，第２に，国内の国立公園候補地,海外の国立公園についての

報併，第３に，［１１立公園の1)M発などについて論じた論稿，第４に，とくに

自然,景観の保護問題を論じた論稿，第５に，協会の活動についての報僑

などに分けられる。

これらの論稿,記噸の特徴的な論点と論者を取り上げて紹介してみよう。

第１の類型の諭稿では，棚変わらず[Ii]立公園迎動の奥のリーダーとなった

}１１村剛の論文が目立っている。彼は，昭和４年７月号（第１巻第５号）で

｢[{1立公[ﾎ1の経避問題｣(3)と題し，すでに詳しく論じた彼のlE1立公風諭とく

に安上がりの国立公園論と法制定の緊急性を論じた。

田村は，国立公Mt1の本虹にふれて，「国立公僅|は犬然公園の－前であっ

て元来が天然の111貌を係越しつつ人類の卓１１]にあてようといふのであって，

その天然風蝋の保作という消極的方而のzli業と，人類皐川のための述動場

としての開発という積極的方面とがある」と前言を繰り返した。

ここでul村は，先の論文と同様に，（'Ｗ:公剛の(]的をi筐1然,風妓の保謹

と[Jil民的な利１１]とする２大'－１的論を主張しながら，自然,風餓の保謹を

｢消極的ﾘﾄﾞ業」ととらえた。田村は，この文章につづいて「その消極的LIj

業のためには大した経斐を要しないし，又祇極的ﾘﾄﾞ業もilI急になし遂げね

ばならぬといふのでもない」と主張する。私のいう安上がりの国立公園論

を再度強調した．

ある程度の土地の国有化を|iii提し，多額の上地の買収iHi，ある程度の公

Mil施設の建設，’一分な椅理費を必要とする岡価な''１立公Mil構想をさけて，

田村は，「国立公剛の|)3発没」も「本邦の候補地の大部分はすでにある程

度まで開発」されているので，「奥に進んでの施,没のためには，火した経

笠を要し」ないと強調する。しかも「国hliの負扣すべき」道路も「一部は

地方で負担」し，「公園の筒ｐＨ」も「同有林の場合は農林省ﾕ1局に，又公

有地の場合には県当ｊＪに便宜これを委ねてもよい」と強調する。さらに交
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通機関や宿泊施設は，「比IIlI71i業家にこれを委ねる」ことが杵通であり，

これが困難な場合は「鉄辿街の如き旅蒋により利１Mｔをうける大経営者が，

多少の犠牲を払ってもこれに当たるべきである」という。

この安上がりな国立公園櫛想こそ，、村らの戦略的榊想の核心であった。

それは，彼らの{ＴＷ:公園観のキーポイントをなす国立公Milの大自然，大風

紫保謹の「消極」論と対になっていることを忘れてはならない。

［1J村は，瀧堆による自然,風殿の破壊については，つぎのように指摘す

る。「本邦第一流の風駄地たる嵐士，Ｌ１光，上高地，立１１１，｜和田等に於

て，年々風駄段掴の`|;業が起っているので｣，「風紫の保存は刻下の忽務で

ある｣。だから即国立公園法を制定して「[I`{ちに公園区域を設定して，完

全に破壊の魔手から免れしめねばならない｡」

田村は，発電ｒｊｉ業による|H1【1立公|刺候hli地の破壊を防ぐことを国立公園

法制定の緊急性とみていた。しかし「風鎧の保謹」に「消極」的な立場か

らすれば，これをあまり強渦することは得策ではなかったであろう。しか

し，国立公園法制定の緊急性を印象づけるためには，国際観光の資源とも

いうべき大風紫を，破壊から保趣する必要を強調することも必饗であった

のである。産業による自然，風jjiの破壊にたいする田村の詳しい反対論は，

後に詳しく論じることにしたい。

昭和４年８月８口のラジオ放送を収録した本多静六の第１巻第７号の

｢国立公瞳|の性質と其必要｣【鋤も，一般向けに国立公園の意義と必妥性をわ

かりやすく説いた。彼は，人々の健康のために天然公M1]が必要であるが，

とくに凶以一般，外171人観光窓誘致のために国営の天然公瞳1としてのlI1iX

公圃が必要であり，しかもそれは，総YHがかからないで可能であり，かつ

産業による風｣ｉｔの破壊を防ぐことができる，と平易に挽いた。

Ｈ１村剛もまた昭和４年８月２５Ｌ１にラジオで放送した原稿「大風漿地の

保謹と|)'1発一国立公団の使命一｣（４）で，’1本の風景の仲人な国立公園侯柵

地を索げ，これを「永述に[』リヒの紀念，お[Ｊ１の自慢のために，或は世界人

類皐用のために，係〃せねばならぬ」と指摘した。
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しかし現に妓近，水ﾉ]発電’１業などによる産業が「無智にも国費的瓜紫

を破壊し」つつあるので，風鼠を係趣するためには，「風紫の利用」の

｢総済上の価Ili【(」として，「風妓の開発を行い｣，「観光ﾘﾄﾞ業，ツーリスト・

インダストリー」をおこすことが必要であるとも説いた。

東京[｣々新聞の岡突は，昭『Ⅱ４年５月に「IKI立公Milの設凪を急げ｣⑤と

題し，外１１《１人観光窓の誘致ために国立公園制定の緊急性を説いた。いわく。

｢1'１立公Nilの設立は，…['{Ilj6の慰安と休養とに利益するばかりでなく，…

外人の漫遊客を，より多く誘致し，よりよき日本の印象をあたえへるとい

う点からいっても，…ぜひとも実現しなければならぬ」と。しかも阿血公

億1の制定には「かなり周到な準備が必要である」が，「さし当り，国立公

園法から決めてかかる必要がある」と強調している。岡は，田村の国ウ公

園の戦略継想にしたがって，とにかくまず法flkをつくってしまえ，［|ｺ身の

問題はあとでゆっくり決めようと1ﾐﾘ腱している。

ｆ１族|塊識貝藤１１１笛太も，昭和４年７月に「[R1立公Mil設定の経済的意義｣【`）

を論じ，旧立公Mjlを制定して，外[１１人観光客を誘致して，対外収支の改善

をはかれと強調した。「貿易外の勘定[１１でも外人の来遊を歓迎して其消斐

を増加するが如きは我[111の１K|状に於いて肢も実行し易い所」であり，「山

水の美が如何に勝れて居ても深'１１幽谷では観光できない。…故に其の美を

－１iii発揮せしむると共に能<之を終えねばならぬ。lllIち国｣1匹公園を選定す

る必要ある所以である｡」

昭和５年２ﾉｨで三井のﾘ}爵Ｍ１琢勝は，「外蒋誘致と[i《])Z公Mil」と題し，

国立公園の制定が「刻下の急勝｣(↑〕であるとし，「Nj[くその風景をI1f界に紹

介して，海外の遊覧客を誘致して，彼我共に利砿を;X受するようにしたい」

と主張した。

昭和期の凶立公|座|論議の一つの特徴は，大正期の論争と異なって国立公

園制定派の論調が，Ｉ斗然，風賎の保迩を重視し，利IHI)M充をむやみに主張

することを抑制していることである。
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（１）前掲『[二１本の国立公使]｣，３０瓦。

（２）前掲『国立公園』第１巻蛎５号,６－７輿小文につき，逐一頁を指,ｋしな

い｡

（３）同上，第１を鋪７ＬＡ2-7頁。

（４）同上，第１巻第１０号，1-5頁。

（５）同上，節１巻第３号，1-2頁。

（６）kiI上，第１巻第５号，1-2頁。

（７）同上，第２巻第２号，1-2頁。

ｂ自然，風賎の利)１１|)H発諭

すでにul村のＩ型|立公園論で指摘したように，昭和19]の論議では，かつて

の本多静/<のような風餓の利用にためには破壊も止むをえないといった乱

暴な主張や，一般的に向然，風漿の保謹を蝿祝したり，回避したりする風

賤利用論は，膳をひそめてしまった。

『li1if公ljlM』誌においても，国｣Z公園のための|＃１発について賦極的に論

じた論文がいくつかある。

内務省の国立公園推進派ではなく，地域の行政側の開発論はどうであろ

うか。山梨県知事鈴木偏太郎は，１１肝Ⅱ４年５月に「耐上繊風妓施設｣｡)と

題し，密士''１国立公園候補地として{二1然，風餓の保謹と公園内の祇極的な

開発について論じている。

鈴木は，「ﾆﾋ地産業１名の利川の進展により，大'21然を破壊せんとする傾

向が特し<なった」と指摘し，風蛾国である11[梨県では，「之を愛謎し修

飾を加え，探勝遊鑓研鐡の為め，永く休養せしむるに適当なる施設iillmの

必繋を｢忍めてU,Lとして之が澗盃,jl1niに従'１；している」と指摘している。

そして彼は，「此の計ii1iiに先'Xちて，、然の破壊を柿れて，岳麓一帯」

の県有地の一部１万506111J歩を人'１{１３年に史蹟名勝天然記念物保存法に

壁づき「名勝地」に指定したり，大正１５年に庶務課に「j;&勝開発係」を

ＩＩＴいて調査をおこなっているとのべている。

そして現状の交通機DM，道路を砿i認しつつ，将来のl)H充iilldliを示した。
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①謝士篭111道路。吉[Hからの富l:北口登111道路の改修･ＩＬ１１;返しまでの近

路は１１((Fu4年７月に開設予定だが，「五合ｌ１迄のケーブルカーも研究すべ

きIMI題である」としている。その他の登山道の改修。②?;ｉＭ:巡遊近路の処

投。③湖水周遊道路の建設。④辿遥道路の建設。⑤[１１繊辿路の処投。

「以上各種の道路にして森林地帯にあるものに対しては，１，TjIII数1.11{}は

道路より兇ゆる限り，殊に風景に関係ある樹木は可成保（'の〃法をとり，

iiW水その外ｉＡ上を透視し得べき部分にありてはは疎代をなし，Ｘ近路には

並木を作りて風餓を助長する。…」と指摘している。

「将来１１M発すべき区域」の問題については，「lll1lj湖1111,%UMI・lHiiii1・水

W'i湖付近を別(|;地として開発地域となし，Ｌ｣に};Y｣ざIl1jIitiFl2｣|u株式会社に於

いては111111湖畔県ｲj地百六十上万坪を(ｌＩｒＩ〕受け，虹に梨ケ)ﾙ〔に公ｲ『地八|・

ﾉﾉ坪をⅡ搬入してHIKI:経営をなし，ｊ雌'1;llI11iを立て近路|)'１鵬をなし，蛎一IUj

」<jiilii:水池を完成し，近く別荘のjuL没を見る予定である。…別｜|i地juL物に

ついては犬々風駿に調和する大体の嫌式を示す]|iである｡」

これまでの111村らの厩泣公園論からすれば，鈴木知'11が1ﾐﾘKするような

ｌｊＵ光,i１．画が１１}てくるのは当然であり，Ｅﾙkの１１(肱公[《ilは，大なり小なりこ

うしたi;〈士{剥立公[刺のような公園内の利１１１開発をかかえることになった。

この点についてどのように考えるかという人問題は，後に111)題になるので

あるが，ここでは深く立ち入らず，111梨ﾘiL知り;が，１１『･MIil立公Mil内に柵当

の1%1発をおこなうことを表明し，開発に際しては，illiml1kを維持し，Ｉﾖ然

の保鍵と風銑との調和を追及するとの指摘があったことを脈認しておくだ

けにしたい。

以上のような地域行政(|(ﾘの開発論と違った，I1il立公lR1Mj会内の職櫛的開

発論もあった。たとえば協会理事で地理学者の東大助教授辻付太郎は，１１(１

WⅡ４年９｣lに「ilY士111と其の周lJNの風l;(｣値で，ややＩｌ１ｊ允俊１１Zの盗勢を示

している。辻村は，満士111および周辺の風j)&災を絶性し，その保似を指純

しつつ，つぎのようにのべている。

「;;〈|:lllllMの」「海抜千五面｢米内外の(火ｌｌＩＩに７１１i楚な旅雌が皿てられ、とれ












































































































